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はじめに 

 1871 年に成立したドイツ帝国は、「ドイツ」の名を冠した初の国

⺠国家として知られる1。しかし、その⼀⽅で帝国は「国⺠国家とし

て未完成」とも評される2。なぜならば、帝国は少数⺠族や国境の問

題を、⻄部、北部、そして東部において抱えていたからである。そ

してこれらは、ドイツ・ナショナリズムにとっての大きな問題であ

った。ドイツ帝国はその国⺠形成を推し進めるうえで、これらの問

題に取り組まなくてはならなかったのである。 

北部、⻄部、東部の３つの問題の中で最も重要視される3ドイツ帝

国の東部にまつわる問題は、帝国の東部４州(ポーゼン州・ヴェスト

プロイセン州・オストプロイセン州・シュレージエン州)を中心とす

るものであった。これらの地域は「東部国境地域」を意味する「オ

ストマルク(Ostmark)」とも呼ばれ、また多数のポーランド人が在

住していた地域として知られている。ドイツ帝国内におけるポーラ

ンド人に関する問題は「ポーランド人問題(Polenfrage)」として、

ドイツ政府やナショナリストたちにとっての大きな関心事であっ

た。 

軍事史家・政治評論家のハンス・デルブリュック(Hans Delbrück: 

1848-1929)もまた、このポーランド人問題に関心を示したドイツ・

ナショナリストの⼀人である。彼は雑誌『プロイセン年鑑
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(Preußische Jahrbücher)』を中心に積極的に政治評論を行う中でポ

ーランド人問題を取り扱っており、1894 年には小冊子『ポーランド

人問題(Die Polenfrage)』を出版している。そしてこのデルブリュッ

クは、ポーランド人に対して宥和的ともとれる態度を示した保守主

義者のドイツ・ナショナリストとして注目に値する。なぜならば、

これは従来のドイツ・ナショナリズム研究において帝政期の右派を

急進的なナショナリストと重なり合うものとして捉えてきた見解に

⼀致しないからである4。 

先行研究において、デルブリュックのポーランド人問題論やドイ

ツ・ナショナリズムは詳細に検討されてこなかった5。そこで本論文

は、デルブリュックのポーランド人問題論を『ポーランド人問題』

の内容を分析することで解明し、彼のドイツ・ナショナリズムを明

らかにすることを目的とする。これは、帝政期ポーランド人問題研

究における「ドイツ東部＝ドイツ人対ポーランド人の闘争の場」と

捉える見⽅と、保守主義者によるドイツ・ナショナリズムに対する

従来の理解への批判を試みるものである。 

ここでは本論に先立ち、先行研究の整理、「ナショナリズム」の定

義、本論文の構成を示しておきたい。 

ドイツ・ナショナリズム研究に大きな影響を与えているのは、ハ

インリヒ・アウグスト・ヴィンクラーによる「ドイツ・ナショナリ
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ズムの機能転換」論である。ヴィンクラーは自由主義者の「解放」

のための武器であったドイツ・ナショナリズムが政府や保守主義者

による「抑圧」のための武器へと「転換」したと主張する6。このテ

ーゼはポーランド人問題研究にも反映されている。それは例えば、

1848 年の革命時にそれまではポーランド再興を支持していたドイ

ツ・ナショナリストの態度が反転したとする伊藤定良の主張の中に

見出すことができる7。さらにここで注目したいのは、こうした研究

は「ナショナリズムとは、第⼀義的には、政治的な単位と⺠族的な

単位とが⼀致しなければならないと主張する⼀つの政治的原理であ

る」とするアーネスト・ゲルナー8やネイションを言語に基づく「想

像の共同体」と捉えるベネディクト・アンダーソン9のようなナショ

ナリズム理解に基づいていることである。すなわちこれらの研究に

おいて、ナショナリズムは⺠族と国家の境界線の⼀致を目指す思

想・運動として捉えられている。そして、このナショナリズム理解

のもとでは、ドイツ東部はドイツ⺠族とポーランド⺠族による闘争

の場として捉えられるのである。 

2000 年代以降のドイツ・ナショナリズム研究、ポーランド人問題

研究はこうした見⽅に対して批判的である。今野元は帝政期左派自

由主義者のドイツ・ナショナリズム研究10や「プロイセン愛国主

義」を奉じたポーランド人貴族の研究11を通じてこのような見⽅に
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疑問を突き付けている。また近年注目されるようになった「ナショ

ナルな無関心 (National Indifference)」12に関する研究は、ドイツ東

部におけるドイツ人とポーランド人の「統合」13やオーバーシュレ

ージエンにおいてドイツとポーランド、いずれのナショナリズムに

も回収されなかった人々の存在14を明らかにしている。これらの研

究はドイツ・ナショナリズムの多様性を解明するとともに、ナショ

ナリズムの捉え⽅も変化させてきた。「国⺠国家」を形成する「ネイ

ション」の境界線は、もはや「⺠族」や「エスニシティ」の境界線

と必ずしも⼀致するものとして捉えられないのである。したがっ

て、本論文もこの見解に従って論を進めていく。 

ネイションと⺠族の境界線を⼀致するものとし、ナショナリズム

を「⺠族単位と政治的単位を⼀致させようとする運動」として捉え

る傾向は、まさに本論文が扱う 19 世紀後半から広まったと考えら

れている。この現象を、佐藤成基は「ナショナリズムの⺠族化」と

呼んでいる15。そしてこの「⺠族化」はポーランド人問題の中にも

見出される。それはプロイセン＝ドイツ政府による対ポーランド人

政策が帝政期には⺠族主義的な⾊彩を帯びていったことや、⺠族主

義的なナショナリズムを掲げるドイツ・オストマルク協会(Der 

Deutsche Ostmarkenverein)の出現である。しかし、帝政期において

「⺠族化」されていないナショナリズムが完全に失われたわけでは
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ない。本論文が扱うデルブリュックのドイツ・ナショナリズムは、

まさにこの「⺠族化」されていないナショナリズムの⼀つとして考

えられるのである。 

 本論文では以上のことを踏まえ、３つのナショナリズム概念を用

いたい16。この区分を行うことにより、ドイツ・ナショナリズムの

多様で複雑な姿を整理して見通すことができると考えるためであ

る。 

１つ目は「広義のナショナリズム」である。これは単なるネイシ

ョンへの積極的な支持を指す。これはすべてのナショナリズムに共

通する、いわばナショナリズムの最低条件と言うことができる。 

２つ目は「広義の政治的ナショナリズム」である。これは１つの

政治的な単位の中に複数の⺠族的な単位の存在も認めるものであ

り、ネイションにエスノ文化的な均質性を求めないナショナリズム

である。これはデルブリュックのナショナリズムを理解するうえで

重要となる。 

３つ目は「狭義のナショナリズム」である。これはゲルナーが提

示したような⺠族的な単位と政治的な単位の⼀致を目指すナショナ

リズムであり、すなわち「⺠族化」したナショナリズムと言うこと

ができる。 

３つのナショナリズム概念はそれぞれが独立しているのではな
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く、「狭義のナショナリズム」は「広義の政治的ナショナリズム」の

中に位置づけられ、さらに「広義の政治的ナショナリズム」は「広

義のナショナリズム」の中に位置づけられる。 

ポーランド人問題研究において伊藤が述べるところの「転換」は

ドイツ・ナショナリズムが「広義の政治的ナショナリズム」から

「狭義のナショナリズム」へと変化したことを示している。しか

し、デルブリュックのドイツ・ナショナリズムはこの「転換」にそ

ぐわないものとして理解できる。なぜならば、デルブリュックは帝

国の中でドイツ⺠族とポーランド⺠族がその⺠族性を維持したまま

共存することを目指したからである。 

したがってデルブリュックのポーランド人問題論を分析し、その

ナショナリズムの内容を明らかにすることはドイツ・ナショナリズ

ムの多様性・重層性を明らかにすることに寄与するものとなる。さ

らに、これはドイツ帝国における保守主義者が、オストマルク協会

のような急進的な⺠族主義ナショナリズムに必ずしも与していなか

ったことも明らかにするものとなる。これは「左／右」の政治的ス

ペクトルと「解放／抑圧」のナショナリズムの機能との関係の問題

に関連することとなる。 

では最後に、本論文の構成を示す。 

第１章、第２章では、ドイツ帝国におけるポーランド人問題の状
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況、ドイツ・ナショナリズムの動きを把握する。 

第１章では、デルブリュックのポーランド人問題論を理解するた

めの前提として、ドイツにおけるポーランド人問題の状況を主に政

策の面から見ていく。その中で、政府の対ポーランド人政策が帝政

期には⺠族主義的な「上から」のナショナリズムに傾倒していくこ

とを確認する。 

第２章では、ヴィーン体制から第⼀次世界大戦開戦までの期間に

おいてドイツ・ナショナリズムがポーランド人とどのように関わっ

てきたのか、どのような視線を向けていたのかを見ていく。 

第３章はデルブリュックのポーランド人問題論を、1894 年の著作

『ポーランド人問題』を分析することで明らかにする。そしてそこ

からデルブリュックのドイツ・ナショナリズムを浮き彫りにする。 

「おわりに」では本論文のまとめとして、ドイツ・ナショナリズ

ムの「⺠族化」とデルブリュックとの関係、政治的スペクトルとナ

ショナリズムとの関係について最終的な考察を行う。 
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第１章 ドイツ帝国のポーランド人問題 

 本章ではヴィーン体制から第⼀次世界大戦開戦までの期間におけ

るプロイセン及びドイツのポーランド人問題を、主に政策の面から

確認する。その際、プロイセン及びドイツ政府の対ポーランド人政

策が「宥和」と「抑圧」の間を揺れ動きつつも、特に帝国創設を機

に「⺠族化」した「上から」のナショナリズムに従った政策となる

ことに注目する。 

第１節では 1871 年のドイツ帝国成立以前のプロイセンにおける

ポーランド人問題を見ていく。第２節ではドイツ統⼀からビスマル

ク辞任までの期間におけるビスマルクの対ポーランド人政策を見て

いく。第３節ではビスマルク辞任後から第⼀次世界大戦開戦までの

ポーランド人問題を、カプリーヴィの「宥和」政策からビューロー

の抑圧政策への転換に重点を置きながら見ていく。 

 

 

第１節 ドイツ帝国成立以前のポーランド人問題 

ヴィーン体制当初におけるプロイセンのポーランド政策は、ポー

ランド⺠族の独自性を⼀定尊重することと引き換えに忠実なプロイ

センの⾂⺠となることを要求するものであった。ヴィーン会議にお

いて再びポーランド人地域を領土に組み入れたプロイセンは、ポー
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ゼンとブロムベルクを合併してポーゼン大公国(ポーゼン州)を設置

し、⼀定程度の「自治」を認めた17。また、ここではポーランド語

がドイツ語と並んで公用語とされたのである18。 

1830 年のワルシャワ 11 月蜂起はこのような「宥和」政策からの

転換を引き起こした。蜂起自体はロシア領ポーランドで発生したも

のであるが、プロイセン領のポーランド人も多数が義勇兵として参

加したのである19。こうしたポーランド人たちの行動とロシア領か

らの亡命者の流入はプロイセンのポーランド政策に転換を促すこと

となり、プロイセンはポーゼン州総督(Oberpräsident)にエドゥアル

ト・ハインリヒ・フロットヴェル(Eduard Heinrich Flottwell)を任命

する。このフロットヴェルの州総督就任に伴って、プロイセンのポ

ーランド人「宥和」政策は「抑圧」へと転換していく。 

フロットヴェルのポーランド人政策の狙いは、ポーランド・ナシ

ョナリズムの指導者層と目されたポーランド人貴族の抑圧と、プロ

イセンへの忠誠心を持つと考えられたポーランド人農⺠の強化によ

るポーゼン州のプロイセン国家への統合であった。行政におけるド

イツ語の推進、ポーランド人大土地所有者からの土地の買収とドイ

ツ人の入植などがポーランド人にとっては抑圧的なものとして評価

される20。しかしながら、これはドイツ帝国成立後に見られるよう

なドイツ・ナショナルな観点から「ゲルマン化」21を狙った政策で



10 
 

はなく、プロイセンにおける「近代化」推進政策の⼀環であったこ

とに留意しなくてはならない22。 

この「抑圧」政策は再び「宥和」政策へと立ち返ることとなる。

その転機は 1840 年、フリードリヒ・ヴィルヘルム４世の王位継承

であった。フリードリヒ・ヴィルヘルム４世はフロットヴェルを罷

免し、植⺠政策を廃⽌した。そして教育や行政におけるポーランド

語の使用を保証したのである23。⼀⽅でプロイセン政府によるポー

ランド⺠族運動に対する取り締まりは厳しく行われ、1847 年には

254 人のポーランド人が訴追されている24。このようにポーランド

人の⺠族運動に対しては厳しい態度が見られるものの、全体として

フロットヴェル期に見られたような「抑圧」的な措置は取り払われ

たのであり、フリードリヒ・ヴィルヘルム４世の時代は、伊藤が言

うようにまさに「宥和」政策の復活であった25。 

この「宥和」を再度「抑圧」へと転じるきっかけとなったのは、

1848 年革命であった。革命が沈静化したのち、1849 年に定められ

たプロイセン憲法からは「ポーゼン大公国」の概念が消滅した。ま

たこの地域に「特別の権利」を与えるとする従来の⽅針は否定され

ることとなったのである26。 

以上のように、19 世紀初頭のヴィーン体制からドイツ統⼀に向か

うまでのプロイセンにおける対ポーランド人政策は「宥和」と「抑



11 
 

圧」の間を揺れながら進行していた。この際に注目すべきことは、

ブルーベイカーが総括しているように 1848 年までのプロイセン政

府の目標はポーランド人から忠実なプロイセンの⾂⺠を創り出すこ

とにあり、言うならば「ゲルマン化」ではなく「プロイセン化」を

追求した点である27。この時代には、ポーランド人をいかにゲルマ

ン化するかという視点はプロイセン政府の⽅針にはなかった。あく

までポーランド人をどのようにプロイセン国家の中に位置づけ統合

するか、どのように彼らの忠誠心を獲得するのかが焦点となってい

たのである。プロイセン政府の政策はこの時点ではまだ「⺠族化」

していなかったと理解できる。 

 

 

第２節 ビスマルク時代のポーランド人問題 

オットー・フォン・ビスマルク(Otto von Bismarck)は史上初の

「ドイツの国⺠国家」ドイツ帝国の創設に大きな貢献を果たした人

物であるが、しかしすでに述べたようにこのドイツ帝国は「国⺠国

家として未完成」であった。さらに宗教的な対立がドイツ帝国内で

は見られたのであり、この時代にはプロテスタントとカトリックの

間での宗教紛争が再発していたとも言われるほどであった28。この

ように、ドイツ帝国内部にはいくつもの分断線が引かれていたと言
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うことができる。そのような状況を踏まえて、内政におけるビスマ

ルクの課題は国⺠形成にあった。 

ビスマルクが国⺠形成のためにとった⼿段は「負の統合」として

知られている。ハンス＝ウルリヒ・ヴェーラーによれば、ビスマル

クは中央党をはじめとするカトリック教徒、社会⺠主党をはじめと

する社会主義者、そしてポーランド人といった帝国内の少数派を

「帝国の敵」とすることによって残りの多数派を連帯させようとし

た29。社会主義者鎮圧法やいわゆる文化闘争が主に「負の統合」の

⼿段として数えられるものであるが、ここではポーランド人の大多

数がカトリック教徒であったことに注目すべきである。すなわち、

ビスマルクの対カトリック政策は同時に対ポーランド人政策であっ

たとも考えられるのである30。 

ビスマルクによる対ポーランド人政策としては、主に教育におけ

る政策と土地における政策が挙げられる。 

教育における対ポーランド人政策はまず文化闘争の⼀環として行

われた。1872 年に発効したプロイセン学校監督法は学校教育の中か

らカトリック教会の監督権を排除することを目的とする法律である

が、その狙いの⼀つとしてポーランド人聖職者の影響力を弱めるこ

とがあったとされる31。次に、1887 年にはプロイセン文化相グスタ

フ・フォン・ゴスラー(Gustav von Goßler)が発した布告により、ポ
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ーゼン州における初等学校でのポーランド語授業が排除されたこと

に注目したい。「最も活発でナショナリスティック」32と評されるゴ

スラーは教育政策において積極的に反ポーランド人政策を打ち出し

た33。 

このゴスラーによる布告の前年、1886 年はビスマルクによる対ポ

ーランド人政策が頂点にあった時期である。これは、ドイツに移住

しようとするポーランド人の越境禁⽌とすでにドイツに移住してき

たポーランド人を対象とする国外追放とを命じる追放布告が前年か

ら出されていたことに加え、東部への国内植⺠を促進すべく植⺠法

が発令されたことに基づく。ビスマルクはこの時点までの「負の統

合」諸政策で大きな成果を収めることができず、1886 年までにはタ

ーゲットを２つ、すなわち社会主義者とポーランド人に集中するこ

とを決めていたとされる34。 

1880 年代は東部における人口の問題、すなわちドイツ人の減少と

ポーランド人の増加35が認識されつつあった時期であり、このドイ

ツ人の「撤退」を国家が改善する努力が求められた36。追放政策と

植⺠政策はこの東部におけるナショナルな意味での人口問題に対処

するための策である。 

植⺠というアイデア自体はプロイセンで⻑く存在しており、その

⼀例は前節で見たフロットヴェルによる植⺠政策に見られる。しか
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しながらドイツ・ナショナルな目的で行われた国内植⺠は 1886 年

が初めてのことであり、この背後にはドイツ人ナショナリストの動

きがあった。ビスマルクによるポーランド人の追放に対して、1886

年の帝国議会ではこれを非難する決議が採択されているが、この決

議に対してビスマルクはプロイセン下院において採択されたアッヘ

ンバッハ決議案をもって反撃している37。このアッヘンバッハ決議

案は教育と土地におけるプロイセン＝ドイツの政策を支持するもの

であり、ビスマルクの背後にはドイツ人ナショナリストの存在があ

ったと言うことができる。 

このようにビスマルクは国⺠形成を図る政策の⼀環としてポーラ

ンド人抑圧政策を行ったのであるが、ここではビスマルクによる攻

撃の対象がポーランド人の貴族と聖職者であり、その他の階層は対

象とされていなかったことに注目すべきである。ビスマルクは⼀貫

してポーランド・ナショナリズムの担い⼿を貴族と聖職者に見てお

り、彼らの影響力を取り除けばポーランド人⺠衆をドイツ帝国に統

合できると考えていた38。しかしながら、このビスマルクの想定が

誤ったものであることは当時から確認されている。プロイセン＝ド

イツ政府による迫害はむしろ、ポーランド人の「対抗ナショナリズ

ム」を促進し、ポーランド人大衆をポーランド・ナショナリズムの

担い⼿として成⻑させたことが指摘されている39。 
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このようなビスマルクの対ポーランド人政策を「はじめに」で提

示した３つのナショナリズム概念で整理するならば、ここには「広

義の政治的ナショナリズム」と「狭義のナショナリズム」が混在し

ていたと言うことができる。ビスマルクはポーランド人問題を全ド

イツ人と全ポーランド人による闘争とは捉えておらず、彼の目的は

国家に対して敵対的なポーランド・ナショナリズムの排除にあっ

た。ポーランド人大衆には忠実な帝国⾂⺠であることを要求したの

であり、この点は「広義の政治的ナショナリズム」の側面が見られ

る。その⼀⽅で、ビスマルクの背後には「狭義のナショナリズム」

を推進するドイツ・ナショナリストたちがおり、ビスマルク自身も

彼らへの⼀定程度の歩み寄りを見せている。次節で確認するように

ドイツ帝国の対ポーランド人政策はビスマルク以後カプリーヴィを

除いて「⺠族化」することとなるが、その⽚鱗はすでにビスマルク

において示されていたと言うことができる。 

 

 

第３節 ヴィルヘルム時代のポーランド人問題 

ビスマルクの後継者であるレオ・フォン・カプリーヴィ(Leo von 

Caprivi)はいわゆる「新航路」政策、すなわちビスマルク時代の政

策からの転換を行った。カプリーヴィの狙いはドイツ帝国を工業国
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家にすることであった。その具体的な政策としては通商政策におけ

る保護貿易から自由貿易への転換が代表的である40。そしてこのカ

プリーヴィの⽅向転換は内政にも見られるのであり、その中に対ポ

ーランド人「宥和」政策も含まれるのである。 

カプリーヴィの対ポーランド人政策には宗教政策、学校・教育政

策、植⺠政策、追放政策の４つの点でビスマルク路線からの乖離が

見られる41。まず宗教の領域では、1892 年にポーランド党の穏健派

指導者であるフローリアン・スタブレフスキ(Florian Stablewski)を

グネーゼン＝ポーゼン大司教に任命した。次に、学校と教育の領域

ではポーランド語による宗教授業が許可された。３点目として植⺠

政策では、ポーランド人の土地銀行や協同組合を財政的に援助し、

ポーランド人入植者による地代農場取得が認めたことが挙げられ

る。最後に、追放政策においては外国籍ポーランド人の東部への流

入が再度開放された42。 

カプリーヴィがこのような「宥和」政策を行った理由としては、

議会におけるポーランド党の動向に気を配らなければならなかった

ことが大きい。ビスマルク時代に形成された保守政党と国⺠自由党

による「カルテル」43が通商政策に対する保守政党の反発により分

裂状態となり、カプリーヴィは議会における安定した多数派の支持

を失った。1893 年の選挙で 19 議席を得たポーランド党44を懐柔す
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るためにも、従来のビスマルク「抑圧」路線からの転換がなされた

のである。加えて、こうした「宥和」路線はビスマルク政治からの

脱却をアピールするうえでも効果的になりえた45。 

このカプリーヴィによる「宥和」路線は、カプリーヴィ以後には

破棄されることもあり、ポーランド人問題に本質的な変化をもたら

さなかったとも言われる46。しかしながら、このカプリーヴィ期の

変化がドイツ・ナショナリストたちに与えた影響は注目すべきであ

る。第２章で見るが、ドイツ・オストマルク協会はカプリーヴィへ

の抵抗の声を上げるべく生まれた団体である。⼀⽅、第３章で確認

するようにデルブリュックはこのカプリーヴィの政策を見込みある

ものとして支持している。このようにカプリーヴィの対ポーランド

人「宥和」政策は多⽅面に影響を及ぼした路線変更であり、その後

の対ポーランド人政策に大きな影響を与えずとも、ポーランド人問

題を取り巻く状況に大きな変化をもたらしたと言うことができる。 

しかし、カプリーヴィは結局 1894 年に皇帝によって罷免される

こととなり、対ポーランド人政策は 1900 年に帝国宰相に就任する

ベルンハルト・フォン・ビューロー(Bernhard von Bülow)のもとで

の徹底したゲルマン化政策へ向かって再度転換することとなる。 

ここで、ビューロー就任以前からあった動きとして、プロイセン

財務大⾂ヨハネス・フォン・ミーケル(Johannes von Miquel)主導の
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「向上政策(Hebungspolitik)」に触れておく。これは東部国境地域

におけるドイツ文化の促進を狙った諸政策を指すものであり、大学

などの教育機関、図書館、劇場、鉄道などへの政府による資金提供

といったことがその具体的な内容となる。マーク・ティルスによれ

ば、政府はこうした文化的なインフラをゲルマン化の⼿段として利

用したのである47。このように、カプリーヴィ退陣後からすでにポ

ーランド人政策は「抑圧」の⽅針に戻りつつあったと言える。 

３代目の帝国宰相クロートヴィヒ・ツー・ホーエンローエ＝シリ

ングスフュルスト(Chlodwig zu Hohenlohe-Schillingsfürst)が引退し

たのち、1900 年にビューローは帝国宰相に就任した。ビューローを

「抑圧」的な対ポーランド人政策へと向かわせることになったのは

1901 年のヴレッシェン事件である。これは宗教授業へのドイツ語導

入に反対したポーランド人の学校ストライキであり、政府はここか

ら教育の場におけるさらなるゲルマン化の必要性をくみ取った。そ

れだけではなく、ドイツ人カトリック聖職者の多くがポーランド人

の側に立ったことはさらなる国⺠統合をビューローに行わせること

となった48。 

 ビューローは学校を含む言語における領域と土地における領域と

でゲルマン化政策を実行した。その中でも特に対ポーランド人を目

的として制定されたと見られる法律として、ともに 1908 年に制定
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された「帝国結社法(Vereinsgesetz)」と「ドイツ⺠族強化のための

措置に関する法律(Gesetz über Maßnahmen zur Stärkung des 

Deutschtums)」、いわゆるプロイセン土地収用法が挙げられる49。 

 帝国結社法は第 1 条において「すべての帝国国⺠は、刑法に反し

ない目的で結社を作り、集まる権利を有する」と規定するなど進歩

的な側面を持ち合わせる⼀⽅で、第 12 条では「公的な集会におけ

る討論はドイツ語で行われなくてはならない」としている50。この

第 12 条の標的がポーランド人であることはすでに指摘されている

51。これは先述の学校ストライキを含めたポーランド人による政府

への抗議活動、⺠族運動を妨害するための措置であった52。 

 プロイセン土地収用法は第 13 条において「国家には、危険にさ

らされたドイツ⺠族の保護が植⺠によってドイツ人の居住地を強

化、整理すること以外では不可能であると考えられる地区におい

て、このために必要な土地を 7 万ヘクタールまで、必要ならば土地

収用の⽅法で獲得できる権利が与えられる」としている53。これは

完全な「例外法」であり、ヴェーラーによれば「このひどい憲法違

反は、『法治国家』の保証がいかに広範に⺠族闘争において無効にさ

れていたかを明るみに出した」54のである。また加藤房雄は、土地

収用のための資金調達に国債ないし大蔵省証券の発行が認められて

いた事実から、ドイツ国家が広く国⺠に金銭上の債務を設定するこ
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とすら厭わない姿勢であったことを指摘している55。この土地収用

法はビューローの時代には適用されることがなく、後継のテオバル

ト・フォン・ベートマン＝ホルヴェーク(Theobald von Bethmann 

Hollweg)政権時代の 1912 年に４人のポーランド人地主に対して土

地収用が行われただけであった。しかしながら同法の重要性は実際

にどれほどの土地が収用されたかよりも、そもそも制定されたこと

自体に、そして実際に権利が行使されたことに求められるのである

56。 

 このようにビューローは非常に抑圧的な対ポーランド人政策を行

い、ドイツ帝国におけるさらなる国⺠統合を目指した。ビューロー

の時代は、ドイツ帝国において⺠族主義的な観点からの対ポーラン

ド人政策が最も激しく行われた時代であったと言うことができる。 

 以上のようなカプリーヴィ時代を除くヴィルヘルム期の対ポーラ

ンド人政策を特徴づけているのは、⺠族主義的、「狭義のナショナリ

ズム」的な発想の台頭である。ビューローは⺠族主義的なナショナ

リズムに呼応し、いわば「ドイツ⺠族のドイツ帝国」を目指してゲ

ルマン化政策を推進した。ビューローは「ドイツ⺠族対ポーランド

⺠族」という図式で帝国におけるポーランド人問題を理解していた

のである57。ビューローはポーランド紙『ジェンニク・ベルリンス

キ(Dziennik Berlinski)』の紙上で「小ビスマルク」と呼ばれたが
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58、対ポーランド人政策の苛烈さではビスマルク以上に⺠族主義的

であり、闘争的であったと言うことができる。ドイツ帝国の対ポー

ランド人政策は、ビューローの時代には完全に「⺠族化」したナシ

ョナリズムに従ったものになっていたのである。 

 

 

 本章では、19 世紀から 20 世紀初頭を通じたプロイセン＝ドイツ

による対ポーランド人政策の変遷を中心に、ポーランド人問題の状

況を確認してきた。対ポーランド人政策の目標が「⺠族化」したナ

ショナリズムに従い始めるのはビスマルク以後のことであり、それ

はとりわけビューローの時代において非常に進展したと総括でき

る。プロイセン＝ドイツに対する忠誠心を呼び起こそうとする「広

義の政治的ナショナリズム」に基づく政策は、ビューローの時代に

は「ドイツ⺠族のドイツ帝国」を求めゲルマン化を目標とする「狭

義のナショナリズム」に基づくものへと変化したのである。 

 では、以上のような政策の変遷に対して、ドイツ・ナショナリス

トはどのような反応ないし政策に対する要求をしてきたのか。次章

では本章で見てきた期間と同時期のドイツ・ナショナリズムの動き

を確認していく。 
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第２章 「下から」のドイツ・ナショナリズムとポーランド人問題 

 本章では、19 世紀前半から第⼀次世界大戦開戦までの期間におい

て、「下から」のドイツ・ナショナリズムがポーランド人とどのよう

にかかわってきたのかを見ていく。この際、「下から」のドイツ・ナ

ショナリズムにおける「⺠族化」がどのように起こり、ポーランド

人問題においてどのような影響を及ぼしたのかを先行研究に基づい

て明らかにする。 

 

 

第１節 帝政期以前のドイツ・ナショナリズムとポーランド人 

 本節ではドイツ帝国成立以前のドイツ・ナショナリストとポーラ

ンド人の関わりを見ていく。この際、1848 年革命におけるドイツ・

ナショナリズムの「転換」と呼ばれる現象に特に注目する。 

 ヴィーン体制下でのドイツ・ナショナリズムは、反体制の思想お

よび運動として理解される59。それは「自由と統⼀」を求め、旧来

の秩序に固執する君主や貴族に対する「下から」の抗議運動であ

る。1800 年ごろには文化的な単位として強調され始めたとされる

「ドイツ人」60の国⺠主権と国⺠国家としての政治的統⼀を求める

運動は、必然的にヴィーン体制の理念との対立を招くものであっ

た。このような 19 世紀前半のドイツ・ナショナリズムは「解放」
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的な性質を⾊濃く有し、自由主義者や共和主義者が積極的に支持し

た思想・運動として理解されるのである61。 

 このドイツ・ナショナリズムとポーランド人問題との関わりを示

す現象として、ワルシャワ 11 月蜂起への連帯に注目したい。これ

にプロイセン領のポーランド人が参加したことは前述した通りであ

るが、この蜂起は全ヨーロッパ規模での反動に対する抗議の意味を

もつとして広くヨーロッパ諸国からも支援が行われた。ドイツ諸邦

はこの国際的な連帯の中心をなし、「ポーランド熱」と呼ばれるポー

ランド人解放への共感が広がっていた62。また文化の領域において

も「ポーランド詩」と呼ばれるジャンルが流行する63など、ポーラ

ンド人への連帯感情がドイツ・ナショナリズムの中にあったと言う

ことができる。このポーランド熱はワルシャワ蜂起が失敗したのち

もなお残ったのであり、それを示す現象としては 1832 年のハンバ

ッハ祭が挙げられる64。 

 1848 年革命において、このようなドイツ・ナショナリズムは「転

換」したとされる。フランクフルト国⺠議会におけるポーランド議

論がこの「転換」を示していると考えられる。そこでは、ポーラン

ド解放派とそれに反対する「⺠族エゴイズム」派とが討論を行っ

た。前者を代表するローベルト・ブルーム(Robert Blum)がドイツ人

の権利を求める者はポーランド人の権利も擁護すべきとしてポーラ
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ンド復活を支持したのに対して、後者を代表するヴィルヘルム・ヨ

ルダン(Wilhelm Jordan)はフリードリヒ大王によるポーランド分割

を「鋤による征服」として正当化し、ドイツの国⺠的利害のために

ポーランドの復活に反対した65。このヨルダンによる演説がポーラ

ンド議論の⽅向性を決定づけたとされる66。このように、1848 年革

命は伊藤に沿えばドイツ・ナショナリズムの転換点として位置づけ

られるのである67。 

 この「転換」を経た後のドイツ・ナショナリズムの代表として、

ここでは作家グスタフ・フライターク(Gustav Freytag)と歴史家ハ

インリヒ・フォン・トライチュケ(Heinrich von Treitschke)を見て

おく。フライタークは著作『貸⽅と借⽅(Soll und Haben)』におい

て「文化的に優れた」ドイツ人と「劣った」ポーランド人という文

化勾配論68を展開し、ドイツ人によるポーランド人の支配を正当化

したとされるのであり69、ここには明確に東欧への「文化の担い⼿

(Kulturträger)」70としてのドイツ人像が反映されていると見なされ

ている。 

また、フライタークとの親交もあったトライチュケは 1862 年の

著作『ドイツ騎士団国家プロイセン(Das deutsche Ordensland 

Preußen)』において、社会ダーウィニズム的な発想を取り入ること

でこのフライタークの主張をより攻撃的なものに仕上げたとされる
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71。ドイツと東⽅との間での文化勾配論は、歴史的使命を持つドイ

ツ人は東⽅を支配しなくてはならないとする「東⽅運動(Drang 

nach Osten)」イデオロギーとしてここに結実し、帝政期の⺠族主義

ナショナリズムに受け継がれることとなる。 

 以上のように、ドイツ帝国成立以前のドイツ・ナショナリズムは

ポーランド人問題において 1848 年革命を機に「転換」したと見な

されている。それは、ポーランド復活支持からドイツの国⺠的利害

を優先するためのポーランド支配の正当化へという論調の変化の中

に見出すことができる。伊藤はこの「転換」をポーランド人問題の

中に見出したが、ヴィンクラーはナショナリズムが自由主義者の⼿

から保守主義者の⼿へと渡り「抑圧」のための武器となったとし、

これを「転換」としている72。しかしながら、ドイツ・ナショナリ

ズムはドイツ帝国成立後も完全に「解放」的な機能を失っていたわ

けではない。これについては第２節で見ていくこととする。 

 

 

第２節 帝政期自由主義者とポーランド人──マックス・ヴェーバ

ーのポーランド人問題論 

 第１節では主に 19 世紀前半の「下から」のドイツ・ナショナリ

ズムに焦点を当て、ポーランド人への態度がどのように変化してき
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たのかを見てきた。また、そのような変化も含めてドイツ・ナショ

ナリズムの「転換」が主張されていることを確認した。しかしなが

らこのドイツ・ナショナリズムの「転換」論に対する批判もまた試

みられている。 

 本節では、マックス・ヴェーバー(Max Weber)のポーランド人問

題論を見ることによって、帝政期においてもナショナリズムが「解

放」的な機能を発揮しうるものであったことを明らかにする73。こ

こでは、ヴェーバー『政治論集(Gesammelte Politische Schriften)』

に収録されている「国⺠国家と経済政策(Der Nationalstaat und die 

Volkswirtschaftspolitik)」を中心にヴェーバーのポーランド人問題論

を見ていく。 

 「国⺠国家と経済政策」は、ヴェーバーが 1895 年５月に行った

教授就任講演に加筆を施して出版したものである。この講演の目的

は「⺠族間にみられる生理的・心理的な人種的差異74が経済上の生

存闘争において果たす役割というものを、⼀つの例によって示すこ

と」と「⺠族的な基礎に根ざした国家が経済政策において占めるべ

き位置」について考えることとされる75。この講演で取り上げる事

例として、ヴェーバーはヴェストプロイセン州におけるドイツ人と

ポーランド人の「経済上の生存闘争」を選択している。 

ヴェーバーがまず行うのはヴェストプロイセン州の状況確認であ
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る。ヴェーバーによれば、1860 年代以降、ポーランド人がドイツ東

部に押し寄せてきているのであり、人口的に見てドイツ人の減少と

ポーランド人の増加とが見受けられる。東部においては多数派のポ

ーランド人によってドイツ人カトリックが「吸収」されているので

あり、またそれと同時に東部の「文化水準76の低い地域」へとポー

ランド人が集まり、⼀⽅でドイツ人は立ち退く現象が見られるとさ

れる。この現象の要因としては、ドイツ人に比べてポーランド人は

物質的、精神的に生活要求が低いことが挙げられている77。ここに

は、東部における当時のドイツ人のポーランド人に対する「劣勢」

の認識と、「文化の高い」ドイツ人と「文化の低い」ポーランド人と

の対比が見られる。 

 ヴェーバーは上のような状況確認から、なぜ文化的に優れたドイ

ツ人が劣ったポーランド人に敗北するのかという問いについて考察

し、次のような結論を導き出す。「およそ諸力の自由な展開の中で行

なわれる淘汰においては、われわれのうちの楽観論者の予想に反し

て、経済発展のうえで抜きんでた⺠族あるいは経済上の才覚に秀で

た⺠族が、いつも勝ち残るとはかぎらないのである。」78ポーランド

人は⺠族的には劣っているが、それ故にドイツ東部における闘争で

は優位に立つことができた、というのがヴェーバーの結論であっ

た。 
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 ヴェーバーはこのような認識から、２つの政策を要求する。それ

は、東部国境の閉鎖と国家による土地の組織的な買い上げである。

これらはビスマルクが 1880 年代に行ってきた政策の続行と強化を

要求するものであり、またカプリーヴィ「新航路」政策への批判で

あった79。 

 ヴェーバーは次に、ポーランド人を安価な労働力としてドイツ東

部に招き入れているユンカーを批判する。「ユンカーの仕事は終わっ

た」のであり、国家の政策によってユンカーの「昔の社会的性格を

取り戻させることはもうできない」のである80。そして「私は市⺠

階級の⼀員である」と宣言したヴェーバーは、ユンカーに代わる政

治の担い⼿として成熟しなくてはならなかったはずの市⺠階級を批

判する81。ヴェーバーは「現状況の脅威は、市⺠的諸階級が国⺠の

権力利害の担い⼿として影を薄くしつつあるようにみえるのに、労

働者層がこれに代わる成熟度を示し始めていないところにある」と

述べ、市⺠階級と労働者階級を国⺠的に統⼀するための社会政策を

要求し、この講演を締めくくっている82。 

 以上のようなヴェーバーのポーランド人問題論はポーランド人農

業労働者の排除を掲げるものであるが、それはドイツ東部の「文

化」水準を守るという目的を持つと同時に、安価な労働力としてポ

ーランド人を雇うユンカーへの攻撃の⼿段でもあった。今野が指摘
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するように、これはドイツ・ナショナリズムと「解放」的な内政改

革志向の結合という点で帝政期における「左」のナショナリズムで

あった83。 

ヴェーバーは 1890 年代には上のようなポーランド人問題論を掲

げていたが、しかし 20 世紀に入るとその内容は変化していく。

1905 年に発生したロシア革命がその契機である。従来から「ロシア

の脅威」を意識していたヴェーバーは、革命以後ロシア政治分析に

取り組む中でロシアの自由主義者に注目する。その中でヴェーバー

は「文化的自治」の概念を知るのである84。 

ヴェーバーの興味を惹いた「文化的自治」とは少数⺠族に対して

言語面での自由を認めるものである。これをヴェーバーは多⺠族国

家における統合維持の⼿法として見なしていた85。ヴェーバーは

1908 年の時点でドイツ国内のポーランド人に「文化的自治」を付与

する発想を抱いていたのであるが、これはロシアとの対決に至った

場合にポーランド人がドイツ側に与することを意図しての配慮であ

ったとされる86。その後実際にロシアと対決することとなった第⼀

次世界大戦中にも、プロイセンの内政におけるポーランド人抑圧政

策がドイツ帝国の外政状況と食い違っていることをヴェーバーは指

摘している87。 

このようにヴェーバーのポーランド人問題論は宥和的なものに変
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化したかのように見えるが、しかしながら 1890 年代の「文化」勾

配論も維持され続けたことには留意しなくてはならない88。あくま

でヴェーバーのポーランド人に対する宥和的な態度はドイツ帝国の

利益を求めてのものであった。 

以上のようなヴェーバーのポーランド人問題論に見出される

「左」のナショナリズムについて、今野は３つの発現形態に整理し

ている89。第⼀に、これは保守陣営攻撃の理論的武器としてのドイ

ツ・ナショナリズムである。第二に、これはロシアへの警戒と結合

したドイツ・ナショナリズムである。そして第三に、これは「文

化」水準の低い人間に対する批判的姿勢と共鳴関係にあるドイツ・

ナショナリズムである。これはドイツ・ナショナリズムの「左」か

ら「右」への転換論では捉えきれないものであり、したがって転換

論は必ずしも妥当であるとは見なされえないということを今野は明

らかにしている。 

では、本論文で定義した３つのナショナリズム概念でヴェーバー

を整理するとどのような姿が見えてくるのか。ヴェーバーは 1895

年の時点ではドイツ帝国を「⺠族的な基礎に根ざした国家」として

おり、この点では「狭義のナショナリズム」に近しいと考えられ

る。しかしながら 1917 年には、「⺠族というものは１、軍事的安全

保障、２、経済的同質性と並んでのみ、政治的境界の確定にとって
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基準となりうる」と述べ、さらに「⺠族の境界がまた、東部におい

ては両⽅の⺠族がいりくんで居住しているために、まったく見きわ

めがたい」としている90。1895 年の時点で「国家理性」を「究極の

価値基準」としていたヴェーバーにとって優先されるべきは⺠族よ

りも国家であり91、その点から、また現実的な点からも、必ずしも

「狭義のナショナリズム」を追求するドイツ・ナショナリストでは

なかったと言うことができる。 

本節では、今野の成果に依拠し、帝政期における「左」のナショ

ナリストとしてのマックス・ヴェーバーを見てきた。これは確かに

ヴィンクラーのテーゼに対する反証であった。しかしナショナリズ

ムの「⺠族化」という観点から見たとき、ヴェーバーのナショナリ

ズムが「⺠族化」以前のものと同じであるとは言うことができな

い。では、帝政期右派のナショナリズムはどのようなものであった

のか。次節では右派に数えられるナショナリスト団体の⼀つ、ドイ

ツ・オストマルク協会のポーランド人問題論を確認する。 

 

 

第３節 帝政期⺠族主義者とポーランド人──ドイツ・オストマル

ク協会の活動とその思想 

 本節ではポーランド人問題を専門に扱うドイツ・ナショナリスト



32 
 

の団体、ドイツ・オストマルク協会の活動と思想がどのようなもの

であったのかを見ていく。第１章で示したように、ビスマルク退陣

後のドイツ帝国はカプリーヴィ期を除き、⺠族主義的な発想を対ポ

ーランド人政策に取り入れていった。しかしながらこの時代には、

このような「上から」のナショナリズムのみならず「下から」のナ

ショナリズムによっても対ポーランド人ドイツ・ナショナリズムが

形成されていた。このオストマルク協会もまた「下から」のナショ

ナリズムの中に位置づけられる団体である。 

 オストマルク協会の前身にあたる「オストマルクにおけるドイツ

⺠族促進のための協会(Der Verein zur Förderung des Deutschstums 

in den Ostmarken)」は 1894 年に設立された(1899 年に「ドイツ・

オストマルク協会」に改名)。協会設立のきっかけはカプリーヴィに

よる抑圧的なポーランド人政策からの路線変更とドイツ東部におけ

るポーランド人の増加であった92。協会設立にあたって指導的な役

割を果たしたのは「三巨頭」とも呼ばれるフェルディナント・フォ

ン・ハンゼマン(Ferdinand von Hansemann)、ヘルマン・ケンネマ

ン(Hermann Kennemann)、ハインリヒ・フォン・ティーデマン

(Heinrich von Tiedemann)の３名であり、彼らの頭文字(H・K・T)

から、協会及び協会のメンバーは「ハカティスト(Hakatisten)」と

呼ばれた93。 
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 協会設立の目的はポーランド⺠族を攻撃するためではなく、あく

までドイツ⺠族を守るためにあるとされており、防衛のための支援

団体という自己理解であった94。 

 協会のメンバー数は 1895 年４月の時点で約１万 1000 人であった

のが、1905 年から 1906 年には約４万 500 人、1913 年には約５万

5000 人であった95。これは 1908 年の時点で約 100 万人を集めてい

たドイツ艦隊協会(Deutscher Flotten-Verein)96や約 29 万人を集めて

いた農業者同盟(Bund der Landwirte)97に比べると少ない。しかしな

がら、協会がドイツ東部という限られた地域を専門とする団体であ

ったことや次に見る協会メンバーの社会的構成を考慮すると、必ず

しも協会の影響力が低いものであったと言うことはできない。 

 その社会的構成については、設立段階ではメンバーの約 60％が大

土地所有者であった98。しかしながらこの数は徐々に減少し、世紀

転換期以後は約 10％程度にまで落ち込んでいる99。それに代わって

数を伸ばしたのは公務員であり、1898 年には公務員が最も重要な社

会的グループと目されるようになる100。世紀転換期以後には公務

員、教師、そして将校が協会メンバーの約 50％を占めるようになっ

た101。また、注目すべき協会への参加者として学者たちがいる。経

済学者のグスタフ・フォン・シュモラー(Gustav von Schmoller)、歴

史家のトライチュケ、ディートリヒ・シェーファー(Dietrich 
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Schäfer)やオットー・ヘッチュ(Otto Hoetzsch)102、社会学者マック

ス・ヴェーバー103などが協会のメンバーとして挙げられるのであ

り、こうした学者たちが協会のプロパガンダ活動に関与していた

104。大土地所有者や公務員、学者とは対照的に、商人や営業主が協

会へ参加することは稀であった。主にそれは経済的な事情によるも

のである105。 

 オストマルク協会の具体的な活動としては、出版活動、政府への

請願、植⺠活動、オストマルク旅行の主催、社交的な催し、労働仲

介、ボイコットの促進、文化的活動などが挙げられる。その中で協

会自体が最も力を入れていたのは、植⺠活動である106。協会は政府

や植⺠委員会107に植⺠活動の強化を呼びかけ、それは時には批判も

伴うものであった108。 

 協会はドイツ東部におけるドイツ文化の促進を目的とする活動も

行った。その⼀例としては、⺠族図書館(Volksbibliothek)の設立と

支援が挙げられる。協会はヴェストプロイセン州とその隣のポンメ

ルン州に 201 の図書館を設立し、約８万 2000 冊の本を寄付してい

る109。 

 そして協会の活動の中で最も重視すべきであるのはプロパガンダ

活動である110。協会のプロパガンダ活動は内向きの活動と外向きの

活動とに分けられる。内向きの活動の中心は協会の雑誌『オストマ
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ルク(Ostmark)』であり、これによってメンバーに協会の活動に関

する情報や政治的な構想を伝えることができた111。外向きの活動は

帝国内の非メンバーの住⺠に影響力を与えることを目的としてお

り、新聞への記事の掲載やパンフレットの出版などが中心であった

112。 

 このように、オストマルク協会は出版物を通じて内外へとそのイ

デオロギーを発信した。次に協会のナショナリズムやイデオロギー

について、その内容を見ていく。 

 オストマルク協会にとっての「ネイション」は「文化ネイション

(Kulturnation)」であり113、また「国⺠国家(Nationalstaat)」はヘル

ダー的な意味で組織された言語共同体であるとされている114。協会

はそれ故言語を非常に重視しており、設立者の⼀人であるティーデ

マンは「ナショナリティは言語に従う」115「血ではなく、言語がナ

ショナリティを決定する」116と述べている。そこから協会の目標は

ドイツ文化によるポーランド人の吸収とされたのであり、後のナチ

ズム的な、血統主義的な意味での「ゲルマン化」はその関心事では

なかった117。 

協会はまた、トライチュケを生みの親とする「東⽅運動」イデオ

ロギーの担い⼿であった。協会は、ドイツ人が「歴史的権利」を有

するドイツ東部を「ポーランド人の脅威」から守ること、そして東
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部がドイツ人の支配下に置かれることをその基本的な主張としてい

たのである118。 

 以上のようなオストマルク協会のナショナリズムを「はじめに」

で定義した３つのナショナリズム概念で整理するならば、「狭義のナ

ショナリズム」とほぼ重なると言うことができる。協会が目指した

ドイツ国家は「ドイツ⺠族のドイツ国家」であった。ただし、ここ

での「ドイツ⺠族」は必ずしも閉じられた概念ではなかった。ドイ

ツ東部のポーランド人は言語を学び、ドイツ文化を受け入れること

によって「ゲルマン化」されることも不可能ではないとされていた

のである119。こうした観点から協会はプロイセン＝ドイツ政府によ

る「⺠族化」した対ポーランド政策を「下から」支持した。 

 

 

 本章では、ドイツ・ナショナリズムがポーランド人問題に対して

どのように向き合っていたのかを見てきた。帝政期には「左」から

「右」への転換を果たしたとされるドイツ・ナショナリズムであっ

たが、実際にはドイツ帝国成立後にも「左」のナショナリズムは存

在していた。それは確かに、リベラル・デモクラシーの支持、ユン

カー批判という点で「解放」的な機能を発揮するものであった。し

かしながら、これまで明らかにされてきた帝政期の「左」と「右」
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のナショナリズムをポーランド人問題論という観点から比較した

時、そこには共通点が見出される。それはすなわち、1890 年代のヴ

ェーバーもオストマルク協会も、ポーランド人に対しては抑圧的な

論理を用いていたことである。ヴェーバーが、実際の活動にはおそ

らく関与していなかったとはいえ協会のメンバーであったことなど

からも、ポーランド人問題に対する両者の立場の類似性が示されて

いる。この観点からすれば、ナショナリズムにおいて他の⺠族を包

摂するか迫害するかということについて考える際、左／右の区分は

あまり意味をなさないものであると言うことができる。 

 ⼀⽅で、1905 年以後のヴェーバーによるポーランド人への「文化

的自治」付与論や、ポーランド人問題よりマクロな範囲ではフリー

ドリヒ・ナウマン(Friedrich Naumann)の「中欧」論120がヴィルヘル

ム期ドイツ・ナショナリズムにおける「広義の政治的ナショナリズ

ム」の可能性を示している。「⺠族化」されていないナショナリズム

は、ポーランド人に対して必ずしも抑圧的な態度を示したわけでは

なかった。ヴェーバーとナウマンは自由主義左派に位置づけられる

が、では右派においては「広義の政治的ナショナリズム」は見られ

ないのか。 

 次章では、デルブリュックのポーランド人問題論への分析を通じ

て、保守主義的な「広義の政治的ナショナリズム」を明らかにす
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る。 
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第３章 ハンス・デルブリュックとポーランド人問題 

 本章では、デルブリュック『ポーランド人問題』の分析を通じて

彼のドイツ・ナショナリズムを明らかにする。そして、これを保守

主義的な「広義の政治的ナショナリズム」として位置づけたい。 

 

 

第１節 ハンス・デルブリュックの政治思想 

 本節では『ポーランド人問題』の分析に先立って、「ヴィルヘルム

期の批判者」121デルブリュックがどのような政治思想を有していた

のかを見ていく。 

 まずデルブリュックの経歴を確認したい。デルブリュックは 1848

年 11 月 11 日リューゲン島ベルゲンに生まれる。デルブリュック家

はプロイセン及びドイツの政治において、重要な立ち位置を占める

家系であった122。父親は裁判官を経て控訴院判事を務めた人物であ

る123。⺟親は哲学教授レオポルト・フォン・ヘニング(Leopold von 

Henning)の娘であり、ヘニングが専門としていたヘーゲル哲学の影

響がデルブリュックに見られるとされている124。デルブリュックは

ハイデルベルク、グライフスヴァルト、ボンで歴史学を学び、ハイ

ンリヒ・フォン・ジーベル(Heinrich von Sybel)のもとで 1873 年に

博士号を授与された。デルブリュックが専門としたのは軍事史であ
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るが、彼はこれを⼀般史の全体的把握に不可欠と認識し、軍事史を

学界や大学の歴史家の中に統合することを目的としていた125。デル

ブリュックは、プロイセン改革において軍制改革を行った陸軍元帥

ナイトハルト・フォン・グナイゼナウ(Neidhardt von Gneisenau)を

扱った教授資格論文を 1881 年には完成させていたが、ベルリン大

学に招聘され大学でのポストを得たのは 1896 年のことであった。

教授資格論文の完成から招聘までの期間が大きく開いた原因の⼀つ

として、軍事史が正規の歴史学からは外れた、いわば「アウトサイ

ダー」の領域にあると見なされていたことが指摘されている126。 

 デルブリュックはこの大学招聘までの間、政治的な活動に力を入

れていた。彼は自由保守党(帝国党)127の議員として、1882 年から

85 年まではプロイセン邦議会議員を、そして 1884 年から 90 年ま

では帝国議会議員を務めた128。彼はこのように政治の実践的な領域

でも活動していたが、リュートケによれば、デルブリュックはこの

議員時代を「政治的営為の本質のための修業期間」として見ていた

129。この政治に対する姿勢にデルブリュックの特徴が見られる。彼

は「職業政治家」ではなく、あくまで「政治の中にいる学者」であ

ろうとしたのである130。 

 デルブリュックはこのような認識から、ジャーナリズムや政治評

論での活動を積極的に行っていた。1882 年には雑誌『政治週報



41 
 

(Politische Wochenschrift)』を発行し始めたが、しかしこれは失敗

し⼀年で廃刊となる131。デルブリュックが帝政期に政治評論を展開

したのは、雑誌『プロイセン年鑑』が中心であった132。デルブリュ

ックは『プロイセン年鑑』内の「政治通信(Politische 

Korrespondenz)」を執筆し、帝国の政治や社会問題への評論を世間

に発表したのである。この『プロイセン年鑑』は政治、歴史、文学

などを扱う月刊誌であり、ティメによれば、これは政治学問的な雑

誌の中で、『グレンツボーテン(Grenzboten)』と並んで最も重要な

文献である133。発行部数は約 2000 部と多くはないものの、保守の

政治指導者層から注目を集めた雑誌であるために社会的な影響力を

⼀定程度有していたと考えられるためである134。 

 では、デルブリュックはどのような見地から政治評論を行ってい

たのか。ティメによれば、彼の政治的目標は「自由主義の真の内容

を保持するなかでの社会政策的な立法とすべての改革から追い出さ

れた反動的な要求の拒絶」である135。デルブリュック自身は「保守

主義者であり自由を志向する人間」を自称していた136。デルブリュ

ックの保守主義は「啓蒙された保守主義(aufgeklärten 

Konservtismus)」とも呼ばれるものであり137、それは教養を有する

エリートが政治指導をすべきという保守思想であった。デルブリュ

ックはビスマルク的な立憲主義の支持者であり、決して⺠主主義者
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ではなかった138。また、デルブリュックは「教養(Bildung)」の中に

純粋な、真の国家利害が代表されていると見ており、それ故学問と

官僚主義を重視したのである139。 

デルブリュックは国家利益を第⼀とする観点から、利害政党や階

級政治に対して批判的であった。彼が保守主義者を自認しつつも保

守党に加わることがなかった⼀因は、ヴィルヘルム期に保守党がユ

ンカーや大土地所有者の関心を優先する「利害政党」へと変化した

ことにあると見られている140。またデルブリュックは反カトリシズ

ム、反社会主義でもあった141。社会問題に強い関心を抱き、福祉を

非常に重視していたデルブリュックであるが142、彼にとってプロレ

タリアートは社会の主体である上流階級の支配における客体に過ぎ

なかった143。反階級利害、反⺠主主義、反議会主義、反カトリシズ

ム、反社会主義を掲げるデルブリュックはつまり、帝政期における

主要な政党のいずれに対しても距離を取っていたのである。 

またデルブリュックを保守党から遠ざけた別の要因として、急進

的なナショナリズムに対する拒絶が考えられる。デルブリュックは

度を越え、攻撃的になったナショナリズム、彼自身が述べるところ

の「⺠族的な熱狂(nationale Fanatismus)」に対して生涯を通じて抵

抗した144。この抵抗はドイツの内政において、⺠族的少数派である

国内のデンマーク人やポーランド人に対する権利付与の要求として
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現れた。デルブリュックにとってドイツは法治国家であった。つま

り、これに所属する者は誰であろうとも権利を認められるべきであ

り、国家はその義務を負うのである145。加えて、少数派を抑圧する

ことはドイツ帝国の名声を傷つけるものであり、ドイツ⺠族の道徳

的な堕落を意味するとデルブリュックは見ていた146。こうした観点

から、デルブリュックはオストマルク協会を設立当初は歓迎するも

間もなくその敵対者となった147。この両者の対立は訴訟沙汰になる

まで発展する148。 

このようにデルブリュックは「狭義のナショナリズム」に対して

断固反対の立場にあったが、⼀⽅でドイツ・ナショナリズムそのも

のを否定するわけではなかった。1871 年に誕生したドイツ帝国はデ

ルブリュックにとって理想であり、第⼀次世界大戦後の回顧では敗

戦の理由を帝国の国制や構造にではなく、権力を持つ個々人の失敗

にあったとするほどであった149。またデルブリュックはドイツ文化

の信奉者であり、そしてそれ故に対外政策においてはドイツ帝国の

「世界政策」を支持していた150。デルブリュックは世界がイギリス

あるいはロシアによって支配されることを危惧し、ドイツがこの

「世界支配」に加わらなくてはならないと主張していた。デルブリ

ュックによれば、大小の様々なネイションのバランスを守るために

ドイツは拡大しなくてはならないのである。ただしヨーロッパ列強
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による世界支配の中では、諸ネイションとその文化は保護されなく

てはならないとされた。すなわちデルブリュックによるドイツ「世

界政策」の構想は、ヨーロッパ列強による勢力均衡のもとでの世界

支配であり、ドイツはそのバランスを保つために拡大しなくてはな

らないのである。⼀⽅でそのバランスを崩すような対外政策は慎む

べきとされた151。 

以上のように、デルブリュックの政治思想はオストマルク協会を

はじめとする全ドイツ派とは異なる保守主義であったと言うことが

できる152。彼は全ドイツ派とそれが支持した保守党に対して反対の

立場をとり、その「⺠族的な熱狂」を⼀貫して拒絶した。そしてデ

ルブリュックは前述のようにポーランド人問題に対しても関心を持

ち、『プロイセン年鑑』「政治通信」においてその見解を発表してい

た。その見解を⼀冊の小冊子にまとめたものが 1894 年出版の著作

『ポーランド人問題』である。デルブリュックのポーランド人問題

論を明らかにすることによって、彼と全ドイツ派との違いはより鮮

明になる。次節ではこの『ポーランド人問題』の内容を詳しく見る

ことで、デルブリュックのポーランド人問題論を具体的に確認す

る。 
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第２節 『ポーランド人問題』──構成と内容 

 本節では、デルブリュックによる 1894 年の著作『ポーランド人

問題』の内容を確認する。分析については第３節で行う。 

 『ポーランド人問題』は全 48 頁の小冊子である。その刊行の目

的は、『プロイセン年鑑』の中でデルブリュックが示してきたポーラ

ンド人問題に関する見解を概観としてまとめ、それらを最新の出来

事と関連付けたものを公衆に提示することとある153。その叙述は二

部構成であり、小冊子の大部分にあたる前半ではプロイセン＝ドイ

ツ国家におけるポーランド人とドイツ人の対立についての考察が行

われ、後半ではロシア、オーストリアとの国際関係を考慮したうえ

でポーランド国⺠国家の「復活」の可能性について考えている。 

 まずデルブリュックは、これまでのプロイセン＝ドイツ国家の対

ポーランド人政策を評価する。ここでは植⺠政策と学校における言

語政策が主な対象となっている。 

 植⺠政策について、デルブリュックはこれが無意味であると喝破す

る154。なぜなら、現在のペースでポーランド人に対する数的不利を覆

すことは不可能であるためである。むしろ、植⺠委員会がポーランド

人から土地を買い上げることはそのポーランド人たちを破産から救

っているのだと指摘する155。本当にポーランド人の大土地所有をなく

したいのであれば、デルブリュックは「ロシア的な⽅法にしたがうこ
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とをはばかってはならない」と述べる156。これは土地売買に政府の許

可を必要とする法律の整備などを指すものであるが、しかしここでは

デルブリュックが実際にこの「ロシア的な⽅法」の実施を求めている

ものではないことに注意しなくてはならない。 

 次に学校における言語政策について、デルブリュックは宗教授業

を除いたすべての授業がドイツ語で行われている現在の状況を、む

しろこれはポーランド人がドイツ語を習得するうえで不利であると

述べる。なぜならば、「学校の外ではほとんどあるいはもっぱらポー

ランド語の環境で暮らしている児童にとって、ドイツ語で提供され

た読み物をポーランド語に翻訳して習得するほかに⼿段はない」か

らである157。このような政策が実施される背景には、ゲルマン化に

対する誤った見解があるとされる。それは単にドイツ語を取得して

いる状態がゲルマン化している状態だという見解である158。また、

少数のドイツ人と多数のポーランド人が⼀緒に通学している学校に

ついては、これがゲルマン化ではなくポーランド化を助⻑している

と指摘している159。 

 したがって、「ポーランド人にドイツ語を教え、ドイツ人のポーラ

ンド語を妨げる熱意のもとでは、ポーランド人をバイリンガルに

し、そしてそれによって彼らにドイツ人よりも経済的な優位を与え

ることにのみつながっている」のである160。 
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 以上のように、植⺠政策と学校での言語政策はともに同じ結果を

招いていると批判される。「それらによってドイツ性(Deutschthum)

を助けることができるとされていた両⽅の機構は、この目標をやり

そこない、それどころか逆に機能している」のである161。この失敗

をデルブリュックは統計を用いて検証する。それによれば、1861 年

から 1890 年の間にポーランド人に対するドイツ人の比率はブロム

ベルク県では約４・５％、ポーゼン県では少なくとも約７％減少し

ている162。ポーランド人に対するドイツ人の後退がここに見られる

のである。 

 デルブリュックがここまで批判してきた政策は、基本的にはビス

マルク時代末期の政策である。カプリーヴィの「新航路」政策がこ

れからの転換を図ったことは第１章で述べたとおりである。この

「新航路」についてデルブリュックは、世論の見解に反して、ビス

マルクの⽅針の継続によって「私は彼ら[ポーランド人: 筆者による

補足。以下同様]が最終的に小さくなるかどうかはわからないが、し

かし彼らがそのためにドイツ人にはならないであろうということは

確かである」と述べ、好意的に評価している163。 

 ここまでの現状分析から、デルブリュックはドイツ東部における

ポーランド⺠族の前進とドイツ⺠族の後退を見出す。それには４つ

の原因があるとされる164。１つ目は、ポーランド人の自然な増加で
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ある。これはポーランド人が社会的に下位の階層にあり、この下級

階層が様々な⽅面で増加していることと関連するとされる。２つ目

はドイツ国内において⻄部へと移住する傾向が強くなっていること

である。その中ではポーランド人よりもドイツ人が移住することの

⽅が多いのであり、またその補填として東部にポーランド人移⺠が

受け入れられているのである。３つ目は「混血婚(Mischehe)」165で

ある。東部ではポーランド＝カトリックの聖職者の影響が強く、混

血婚では経験上ポーランド人の要素が強くなるとされる。そして４

つ目は、ポーランド人の強い⺠族的感情(Nationalgefühl)である。こ

こには、聖職者や協会の影響が見られる。これに対して、ドイツ人

は「いかなるナショナルな団体も有していない」166のである。 

 次にデルブリュックは、ポーランド・ナショナリズムの担い⼿に

関する考察を行う。ビスマルクはポーランド人の大衆をドイツの国

家市⺠(Staatsbürger)として認識し、彼らがプロイセン⾂⺠となるこ

とを目指した。ここに見られるポーランド人大衆へのある種の信頼

は、デルブリュック曰くポーランドの歴史から知ることができる。

未だにプロイセン政府に対する独自のポーランド人の反乱が実現し

たことはないとする歴史がここでは引き合いに出される167。 

しかし、ポーランド人の大衆を取り巻く状況は変化しつつあると

デルブリュックは見る。それは汎スラヴ主義がポーランド人の共感
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を獲得し始めていることである168。この汎スラヴ主義の担い⼿はポ

ーランド人の中産階級に求められるが169、デルブリュックはここに

プロイセン政府と汎スラヴ主義の敵対者たるポーランド人貴族とが

和解に向かう理由を見出している。それは以下の内容に見て取れ

る。「我々が依然としてすべてのポーランド人貴族を区別なく、ドイ

ツ⺠族の和解できない敵対者として見て、戦わなくてはならないな

らば、今の状況の改善の希望はわずかである。」170 

 ここまで見てきたように、『ポーランド人問題』の前半部は抑圧的

な対ポーランド人政策への批判とポーランド人との宥和を説くもの

であった。そして前半部の結論として、デルブリュックは積極的な

ポーランド人政策の提案を行う。それは、「我々の騎士領の約半分を

国家の仲介によって農村に変えること」である171。これは農⺠の生

活の安定につながるのであり、それによってロシアからポーランド

人労働者を補給する必要がなくなるとデルブリュックは見ている。

またこの農村にはドイツ人のみならずポーランド人農⺠も入植させ

るべきとされる。そこでは３つの利点が語られる172。１つ目は、ロ

シアからのポーランド人土地労働者の移住を防ぐことである。２つ

目は、プロイセンの教育を受けてきたポーランド人を国内に保持す

ることができることである。そして３つ目は、法の前の不平等の撤

廃が両⺠族を接近させることである。デルブリュックによれば、ポ
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ーランド人の強い⺠族的感情は最初からドイツ人よりも強いわけで

はない。ポーランド人に対する政府の抑圧が強めているのである。

逆に、ドイツ人の⺠族的感情は政府の加担によって弱められている

173。したがって、政府は「ナショナリティ間の紛争において中立を

維持しなくてはならない」のである174。 

 後半ではポーランド人の国⺠国家再興について考察している。デ

ルブリュックによれば、ポーランド再興は場合によってはそれほど

遠いことではない。それはオーストリア＝ドイツとロシアが対決し

前者が勝利した場合であり、そうなればロシア領ポーランドとガリ

ツィア(オーストリア領ポーランド)が統合されポーランド人国家と

なり、オーストリア＝ハンガリー＝ポーランド三重帝国が誕生する

だろうと予測している175。 

 仮にそのような状況となった場合、ドイツにとって問題となるの

はプロイセン領のポーランド人である。彼らはこのポーランド国⺠

国家にどのような態度をとるのか。ここでデルブリュックはドイツ

系オーストリア人(Deutsch=Oesterreicher)を参考事例として提示す

る。すなわち、「あちら側のドイツ系オーストリア人にとって、こち

ら側の我々のように、我々の⺠族(Volk)の大部分がナショナルな国

家(nationale Staat)から排除されていることは十分苦しいものであ

る。しかしながら、我々はこちら側でもあちら側でも政治的状況に
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よる避けられない強制にそれで満足している」のである176。したが

ってプロイセンのポーランド人にもそのナショナリティの維持が与

えられなくてはならないと、デルブリュックは主張する。 

 ⼀⽅で、プロイセン領のポーランド人に対しても、プロイセン⾂

⺠としての立場をはっきりと表明することをデルブリュックは要求

する。デルブリュックによれば将来の国⺠国家確立の夢とプロイセ

ンへの忠誠は両立可能なのであり、「ポーランド・ナショナリティの

プロイセン⾂⺠(preußische Unterthanen polnischer Nationalität)」

は成立する177。「無条件にプロイセンの⾂⺠であることを認めるなら

ば、彼ら[ポーランド人]にも、彼らが『ドイツ人と同程度の国王の

慈悲を当てにしてもよい』という約束が与えられる」のである178。 

 以上が『ポーランド人問題』の内容である。要約すると、これは

プロイセン＝ドイツ国家に対しては抑圧的な対ポーランド人政策の

廃⽌を要求するものであり、ドイツ国内のポーランド人に対しては

その「ナショナリティ」の保証と引き換えに「ドイツ国⺠」の⼀員

となることを要求するものである。これはドイツ帝国の対ポーラン

ド人政策から⺠族主義的な要素を排除し、帝国成立以前のプロイセ

ンの対ポーランド人政策への回帰を試みるものであると言うことが

できる。その主張は非常に明快であるが、⼀⽅で「国家市⺠」や

「ナショナリティ」といった用語の使われ⽅にはデルブリュック独
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特のドイツ・ナショナリズムを見出すことができる。次節では、こ

のデルブリュックのドイツ・ナショナリズムを明らかにする。 

 

 

第３節 ハンス・デルブリュックのドイツ・ナショナリズム 

 本節では、前節で確認した『ポーランド人問題』の内容からデル

ブリュックのドイツ・ナショナリズムを明らかにする。 

 デルブリュックのナショナリズムにとっての最大の特徴は、「ナシ

ョナリティ」と「国家市⺠」について、両者の境界を完全に重ね合

わせることを現実的でないと見ていることにある。これについて詳

細に説明する前に、まずはデルブリュックが用いる「ナショナリテ

ィ」と「国家市⺠」の両概念を明らかにしておく。 

 デルブリュックの用いる「ナショナリティ」は使われ⽅から「⺠族」

や「⺠族性」と非常に近しい概念であると言うことができる。それは

前述した「ポーランド・ナショナリティのプロイセン⾂⺠」という表

現からも読み取ることができる。 

このナショナリティについて、デルブリュックは文化的な基準より

も当人の意志による基準を重要視する。デルブリュックがドイツ語を

単に学んだ状態を「ゲルマン化した」状態と見なさなかったのはこの

見解に基づく。つまり、「言語の知識はナショナリティを変えない」
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のである179。これは、アイルランド人は英語を話すがイギリス人では

なく、エルザス人はドイツ語を話すがフランス人であるという事実か

らも引き出される。 

このように、ナショナリティの基準として当人の意志が重視される

ことにデルブリュックの特徴がある。この点において、言語を重視し

文化的な意味でのナショナリティ概念を用いるオストマルク協会な

どの全ドイツ主義者とは決定的に食い違っているのである。すでに述

べたようにデルブリュックは権利感覚から抑圧的な対ポーランド人

政策に反対したが、このナショナリティについての基準もまた、デル

ブリュックとオストマルク協会とが求める対ポーランド人政策を分

けたのだと考えることができる。すなわち、デルブリュックは意志を

基準とするためプロイセン＝ドイツ国家のポーランド人に対する宥

和とポーランド人の国家に対する忠誠を求めたが、⼀⽅でオストマル

ク協会は言語を基準とするためにポーランド人にとって抑圧的なゲ

ルマン化政策を求めたのである。 

⼀⽅で「国家市⺠」は単に国家の成員を指し示す概念であり、あ

る国家に対する義務を果たす⼀⽅で、その国家から権利を授けられ

る政治的単位を指している。 

では、この２つの概念は現実においてどのような関係にあるの

か。デルブリュックによれば、「言語の境界に従った純粋な区分とい
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うロマン主義的な考えが把握されようとしても、それは実行不可能

なもの」180であり、「ナショナルな統⼀性と政治的な離散は、時折並

列して存在しなくてはならない、⼀様な出来事」181である。ここに

見られるのは、本論文で定義したところの「狭義のナショナリズ

ム」を理想論として否定する態度である。しかしデルブリュック

は、既存のプロイセン＝ドイツ国家の枠組みを取り壊してスープラ

ナショナルな政治的枠組みを目指すこともなく、あくまで既存のプ

ロイセン＝ドイツ国家の維持に焦点を当てる。デルブリュックはド

イツの国家市⺠の中に、複数のナショナリティが共存することを目

標としていた。ここに、デルブリュックの政治保守主義的ドイツ・

ナショナリズムを見出すことができる。これは従来ヴィルヘルム期

の保守主義者として目されてきた全ドイツ派の⺠族主義的ドイツ・

ナショナリズムとは全く異なるものである。 

このデルブリュックのドイツ・ナショナリズムを支えているの

は、彼の現実主義と権利感覚に基づく「国家市⺠」概念である。す

なわち、⺠族的な境界とネイションの境界を重ね合わせることはデ

ルブリュックにとって非現実的であり、またプロイセン＝ドイツ国

家の中に複数のナショナリティを共存させようという試みは「⺠族

化」したナショナリズムに基づく政策の実施以前ではむしろ⼀般的

であった。そして、いかなるナショナリティも国家への義務を果た
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すべきであり、国家はいかなるナショナリティにも法の前の平等を

保障しなくてはならないのである。デルブリュックにとっての「ネ

イション」は「ナショナリティ」ではなく、「国家市⺠」であると言

うことができる。 

⼀⽅でデルブリュックは、ドイツ人とポーランド人の間に優劣が

あることもまた認めている。ドイツ人の優越はデルブリュックにと

っては当然の前提である。これは「ドイツ人の優越の自然な要素は

しかしあまりにも大きく、そしてポーランド人がこれに対して精力

的に抵抗するが故にのみ、今効力が現れていない」という記述から

読み取ることができる182。またデルブリュックはこのドイツ人の優

越を歴史から示そうとしている。それは、ポーランド人がロシア、

オーストリア、プロイセンによるポーランド分割にあまり抵抗を見

せなかったことに対し、プロイセンはフランスの支配に対して強い

抵抗を見せたことに基づくとされるのである183。そして、デルブリ

ュックはこうしたドイツ人の優越という点からも抑圧的な対ポーラ

ンド人政策を批判する。すなわち、ポーランド・ナショナリズムを

むしろ強めている政府の介入がなくなれば、ポーランド人は自然と

ドイツ人に同化されるというのがデルブリュックの考えである。こ

の点においても、デルブリュックと全ドイツ派はドイツ人の優越と

いう前提を共に認識している。しかし、そこから引き出される政策



56 
 

の要求で見解を異にしているのである。また、ドイツ人の優位を確

信するデルブリュックは、ポーランド人にとってプロイセン＝ドイ

ツ国家に所属することは幸運であるとも考えていた184。 

以上のようなデルブリュックのドイツ・ナショナリズムを「はじ

めに」で定義した３つのナショナリズム概念で整理するならば、こ

れは「狭義のナショナリズム」を完全に否定するものであり、「広義

の政治的ナショナリズム」に非常に近いものであると言うことがで

きる。デルブリュックはあくまで「ドイツ」の枠組みにこだわりつ

つも、その中で複数のナショナリティが共存することを否定せず、

むしろ現実性の観点からそれを目指した。この「解放的」ともとれ

るナショナリズムが保守主義者デルブリュックの掲げたものである

という点は注目されるべきである。なぜならば、これは従来のドイ

ツ・ナショナリズム研究における「ヴィルヘルム期保守主義者のナ

ショナリズム＝⺠族（至上）主義的ナショナリズム」という図式に

当てはまらないからである。リュートケはデルブリュックの政治思

想を分析することがドイツ帝国における保守主義の細分化を浮き彫

りにすると述べているが185、まさしく保守主義内部における⺠族主

義的ナショナリズムとデルブリュックのナショナリズムとの相違

が、この細分化を示しているのである。 
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おわりに 

 以上、本論文ではハンス・デルブリュックのドイツ・ナショナリ

ズムを彼の著作『ポーランド人問題』をもとに明らかにしてきた。

これはポーランド人に対して宥和的な側面を持ち、ドイツ帝国の枠

組みの中で諸⺠族のナショナリティを維持しつつ統合することを目

指すものであった。これは、従来⺠族主義的であると考えられてき

た保守主義者のドイツ・ナショナリズムが必ずしもそうではないこ

とを示すものである。リュートケが述べるように、ドイツ帝国にお

いては保守主義の内部において細分化が生じていたと言える。 

 同じ保守主義の中にありながらデルブリュックのポーランド人に

対する姿勢と全ドイツ派のそれとを分けたのは、ナショナリズムの

「⺠族化」と呼ばれる現象にあると考えられる。デルブリュックも

全ドイツ派もドイツ帝国という枠組みに対しては強いこだわりを見

せている⼀⽅で、デルブリュックはこのドイツ帝国を「ドイツ⺠族

のドイツ帝国」とは見なさなかった。デルブリュックの要求するポ

ーランド人政策はヴィーン体制から 1848 年革命までのプロイセン

政府に非常に近しいものである。デルブリュックはこの意味でプロ

イセン＝ドイツの伝統を重んじていたのである。このことは⼀⽅

で、デルブリュックが 1848 年革命以前、つまり「⺠族化」以前の

ポーランド独立を支持するドイツ・ナショナリストとは異なる立場
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をとっていたことも意味する。デルブリュックはポーランド再興そ

のものには反対しなかったが、しかしそのポーランド国⺠国家やポ

ーランドの国家市⺠のために既存のドイツ帝国やドイツの国家市⺠

が不利益を被ることには断固として反対していたのである。 

 また本論が明らかにしたデルブリュックのドイツ・ナショナリズ

ムは、従来のドイツ・ナショナリズム研究における左／右の政治的

スペクトルに基づく「解放」／「抑圧」の区分に位置づけられない

ものである。そもそも、左派のナショナリズムが「解放」的で右派

のナショナリズムが「抑圧」的であるというテーゼは「良いナショ

ナリズム」と「悪いナショナリズム」を区分する二元論に近いもの

であり、常に「解放」と「抑圧」の性格を有するというナショナリ

ズムの両義性186を見逃している。ヴィンクラーや伊藤が述べるとこ

ろのドイツ・ナショナリズムの「転換」は、「解放」の要素を残しつ

つも「抑圧」の要素の⽅が強くなったという現象を捉えていると考

えるべきである。そして、国家内の⺠族的少数派をネイションの中

に包摂するかどうかは、ナショナリズムが「⺠族化」しているかど

うかが重要な要因であると考えることができる。 

 最後に、本論文はデルブリュックによる 1894 年の著作『ポーラ

ンド人問題』を分析の対象としてきたが、それ故 1894 年以後のデ

ルブリュックの思想についてはあまり見ることができなかった。ま
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た、デルブリュックの思想面に強く焦点を当ててそのナショナリズ

ムを明らかにした⼀⽅で、デルブリュックの実践的な政治活動には

あまり触れることができなかった。デルブリュックは親プロイセン

派のポーランド人貴族フッテン＝チャプスキと親交があり、政治活

動において協力関係にあったことが明らかにされている187。こうし

た活動をより詳細に見ることは、ドイツ帝国内におけるドイツ人と

ポーランド人の関係の多様性をより内容豊かなものにするだろう。 

 また、デルブリュックの実践的な活動や人脈を明らかにすること

は、デルブリュックがどれほどの影響力を帝政期の社会に及ぼした

のかを示すことに寄与すると考えることができる。デルブリュック

が持ちえた社会的影響力という点に関して、『プロイセン年鑑』が⼀

定程度の貢献をしていたことは前述した。加えて、デルブリュック

がナショナリストであったことが重要である。リュートケは、デル

ブリュック自身がナショナリストであったが故に、ナショナリズム

の行き過ぎを阻害するための影響力を社会主義者などより効果的に

行使できたと述べている188。 

以上の点については今後の課題としたい。 
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参考資料 

・資料１ ポーゼン州とヴェストプロイセン州の各県におけるナシ

ョナリティ及び宗派別人口(1890 年) 

 

Tilse, Mark, Nations in Synthesis: the Ideology and Practices of 

Transnationalism in the Prussian East, 1871-1914, Ph.D.thesis, 

London, 2008, p.39 をもとに作成。括弧内の数字はパーセンテージ。 

 

 

 

 

 

 

ダンツィヒ
マリーエン

ヴェーダー
ブロムベルク ポーゼン

ドイツ人

プロテスタント 302450(51.4) 385015(45.6) 253842(40.8) 272641(24.2)

カトリック 116467(19.8) 114134(13.5) 41926(6.5) 84856(7.5)

ユダヤ教 5822(0.99) 15688(1.85) 15812(2.5) 28209(2.5)

ドイツ人の合計 424739(72.19) 514837(60.95) 311580(49.9) 385706(34.2)

ポーランド人

プロテスタント 1176(0.2) 5398(0.64) 1035(0.2) 15479(1.4)

カトリック 162786(27.6) 323971(38.4) 312133(49.9) 724942(64.39)

ユダヤ教 96(0.01) 131(0.01) 90(0.01) 198(0.01)

ポーランド人の合計 16058(27.81) 329500(39.05) 312258(50.1) 740619(65.8)

総計 588797(100) 844337(100) 624838(100) 1126325(100)
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・資料２ ドイツ帝国の地図 

 

濃くなっているところはプロイセン王国。州の名前が入っていると

ころが東部 4 州。 

(割田聖史「「境界地域」を叙述する──オストマルク協会編『ドイ

ツのオストマルク』(1913 年)を読む」、『群馬大学国際教育・研究

センター論集』第 9 号、2010 年、17 頁) 
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・資料３ ハンス・デルブリュックの肖像 

 

(https://www.dhm.de/lemo/biografie/hans-delbrueck 2020 年 1

月 5 日最終閲覧) 
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・資料４ 『ポーランド人問題』 

 

(Delbrück, Hans, Die Polenfrage, Berlin, 1894.) 
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